
　次のとおり一般競争入札に付します。
　２０２５年１１月１０日
　　経理責任者
　　　独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター 院長 小川　哲史

◎調達機関番号　５９７ ◎所在地番号　１０

１　調達内容
（１）件名及び数量

医療機器（10品目）の調達
①人工心肺装置付属機器　一式
②肺運動モニタリングシステム　一式
③機械浴装置　一式
④心電計　一式
⑤生体情報モニタ　四式
⑥システム乾燥機　二式
⑦薬剤進捗管理システム　一式
⑧医療被ばく管理システム　一式
⑨血液ガス分析装置　一式
⑩全自動尿中有形成分分析装置　一式

（２）仕様等
入札説明書及び仕様書による

（３）履行場所
独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター

（４）履行期限
２０２６年３月３１日

（５）入札方法
① 　上記（１）で示す件名及び数量について入札に付する。
②
③

④

２　競争参加資格
（１）

（２）　契約細則第６条の規定に該当しない者であること。
（３）

（４）　その他詳細は入札説明書による。

３　契約条項、仕様書等を交付する場所及び期間
（１）入札説明書及び仕様書等を交付する場所及び期間

場所：国立病院機構高崎総合医療センター　事務部企画課契約係
期間：自　２０２５年１１月１０日　　至　２０２５年１１月２６日

平日の午前９時００分から午後５時００分まで（最終日除く）
（２）技術評価等（事前審査書類）に関する書類の提出場所及び期日

場所：国立病院機構高崎総合医療センター　事務部企画課契約係
期限：２０２５年１１月２６日　午後５時００分まで

（３）入札書の提出場所及び期日
場所：上記（２）に同じ
期限：２０２５年１１月２６日　午後５時００分まで

４　競争執行の場所及び日時
場所：国立病院機構高崎総合医療センター　別館１階　講堂
日時：２０２５年１１月２８日 午前１１時００分

入札公告

　入札金額については消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問
わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を記載すること。

　独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則（以下「契約細則」という。）第５条の
規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被補佐人又は被補助人であっても、
契約締結のために必要な同意を得ているものは、同条中、特別の理由がある場合に該当
する。

　契約細則第４条の規定に基づき、経理責任者が定める資格を有する者であること。ま
た厚生労働省競争参加資格（全省庁統一資格）「物品の販売」または「役務の提供等」
においてＡ、Ｂ、ＣまたはＤ等級に格付され、関東甲信越地域の競争参加資格を有する
者であること。

　入札金額については、納入に要する一切の費用を織り込んだ上で記載すること。

　第一交渉権者の決定については、上記②の金額をもって決定する。



５　その他
（１）契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨
（２）入札保証金および契約保証金 免除
（３）入札者に要求される事項

（４）入札の無効

（５）契約書作成の要否 要
（６）契約交渉権者及び契約価格の決定方法

（７）契約に関する苦情の受付期間
　本契約に関する苦情についてはその原因となる行為の発生から５日以内とする。

　

（８）その他（質疑を含む）の照会先
　独立行政法人国立病院機構高崎総合医療センター
　事務部企画課契約係長　篠原
　電話０２７－３２２－５９０１
　FAX ０２７－３２２－５４１７
　なお、照会内容は本公告に係る事項のみとする。
　対応期日及び時間は２０２５年１１月２１日　午後５時００分までとする。

（９）詳細は入札説明書による。

　また、受付期間内であっても、供給者その他直接利害の有する者以外による苦情は受
け付けない。

　この一般競争に参加を希望する者は、競争参加資格のあることを証明する書類を技術
評価等（事前審査書類）に関する書類の提出期日までに、経理責任者に提出しなければ
ならない。入札者は、開札日の前日までの間において、経理責任者から当該書類に関し
説明を求められた場合は、それに応じなければならない。

　本公告に記載した競争参加資格がない者及び入札説明書に記載された入札に関する条
件に違反した入札は無効とする。

　有効な入札書のうち、入札金額が予定価格の範囲内である金額を提示した入札者を第
一交渉権者（複数の場合は入札額に応じ、交渉順位を付すこととし、また同価格の入札
が複数あった場合はくじ引きにより交渉順位を決定する。）とし、契約価額を交渉によ
り決定する。第一交渉権者には第一交渉権者決定後直ちに交渉日時を通知する。交渉出
席者は各者より１名とする。

　ただし、契約交渉権者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の
内容に適合した契約がなされないおそれがあると認められるとき、またはその者と契約
を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあると認められるとき
は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって
入札した者を契約交渉権者とすることがある。


